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第１ 目的 

  この要綱は，行政評価に関する基本的な事項を定めることにより，評価

の効率的な実施，評価結果の適切な活用及び市民への情報提供を図り，も

って持続可能で効果的かつ効率的な行財政運営の確立を目指すとともに，

市民サービスの向上及び市政に関する透明性の確保を図ることを目的とす

る。 

第２ 定義 

  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 行政評価 市が行う施策や事務事業等の行政活動について，その必要

性や成果等を，指標等を用いて客観的に行う評価をいう。 

 (2) 実施機関 調布市組織規則（昭和４６年調布市規則第３５号）に基づ

く部，調布市会計管理者の補助組織規則（平成２０年調布市規則第１１

号）に基づく課，調布市教育委員会事務局処務規則（昭和５６年調布市

教育委員会規則第２号）に基づく部，調布市選挙管理委員会規程（昭和

３５年調布市選挙管理委員会告示第５号）に基づく事務局，調布市農業

委員会事務局処務規程（昭和４３年調布市農業委員会訓令第１号）に基

づく事務局，調布市監査事務局処務規程（昭和４７年調布市監査委員告



示第３号）に基づく事務局及び調布市議会事務局処務規程（昭和４０年

調布市議会訓令第１号）に基づく事務局をいう。 

 (3) 行政経営会議 調布市行政経営会議要綱（平成１６年調布市要綱第 

６０号）により設置した行政経営会議をいう。 

 (4) 施策 行政目標を実現するために企画した行政活動の基本的な方策等

をいう。 

 (5) 事務事業 施策目的等を実現するために実施する具体的な個々の行政

活動をいう。 

 (6) 施策主管課長 施策を主管する課長（相当職を含む。以下同じ。）を

いう。 

 (7) 事務事業主管課長 事務事業を主管する課長をいう。 

第３ 基本方針 

  行政評価は，毎年度実施する。 

２ 行政評価については，市長が定める行政評価実施方針（以下「実施方針」 

という。）に基づき，行政経営部長が統括する。 

３ 実施機関の長は，実施方針に基づき，所管する施策及び事務事業を評価

する。この場合において，評価は，施策及び事務事業の目的，成果指標等

に対し，客観性を確保するものとする。 

４ 実施機関の長は，成果重視の経営的視点から，評価結果に基づく改革・

改善の取組を行うとともに，所属職員が行う評価結果に基づく継続的な改

革・改善への取組を指導し，及び監督する。 

第４ 行政評価の種類 

  行政評価の種類は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 施策評価 

 (2) 事務事業評価 

 (3) 前２号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認める事項の評価 

第５ 行政評価の実施 

 第４第１号に掲げる施策評価は，実施方針に基づき，施策主管課長が施

策に関連する課長と連携して，施策目標の達成状況，成果等を分析し，及

び検証することにより行う。 



２ 第４第２号に掲げる事務事業評価は，実施方針に基づき，事務事業主管

課長が事務事業の目的妥当性，有効性，効率性，公平性等を分析し，及び

検証することにより行う。 

３ 行政経営部長は，各実施機関の長に対し，行政評価における必要な助言

等を行う。 

４ 実施機関の長は，実施方針に定める評価の評価結果を，行政経営部長に

報告する。 

５ 行政経営部長は，報告を受けた評価結果を，市の行財政運営の観点から

点検するとともに，評価を総括し，行政経営会議に報告する。 

６ 評価結果については，行政経営会議において検討協議を行い，行政経営

部長は，その結果を付して市長に報告する。 

第６ 行政評価結果の公表 

  市長は，行政評価に関する情報及び評価結果について，ホームページ，

市報等により公表を行う。 

第７ 雑則 

  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は，平成１９年５月２９日から施行する。 


